
広報

支給対象児童 支給額
（1人当たり）

0歳～3歳未満 出生順位にかかわらず 15,000円

3歳以上～
小学校修了前

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生 出生順位にかかわらず 10,000円

○児童手当支給額（月額） 児
童
手
当
現
況
届
は
６
月
中
に
提
出
を

　

地
震
や
津
波
、
武
力
攻
撃
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
と
き

に
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）か
ら
送
ら
れ

て
く
る
国
か
ら
の
緊
急
情
報
を
、
防
災
行
政
無
線
で
み
な
さ

ん
へ
確
実
に
伝
達
す
る
た
め
、
全
国
一
斉
の
情
報
伝
達
訓
練

を
実
施
し
ま
す
。

と　
　

き　

①
５
月
16
日（
水
）　

②
８
月
29
日（
水
）

　
　
　
　
　

③
11
月
21
日（
水
）　

④
２
月
20
日（
水
）

　
　
　
　
　

午
前
11
時

※
今
年
度
の
訓
練
は
４
回
実
施
さ
れ
ま
す
。

放 

送
内
容　
「
こ
れ
は
テ
ス
ト
で
す
」×
３
回
＋「
こ
ち
ら
は

防
災
よ
こ
し
ば
ひ
か
り
で
す
」＋
チ
ャ
イ
ム

環
境
防
災
課
防
災
班　

☎（
84
）１
２
１
６

　農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振

興地域整備計画に定められた農用地区域内の農地を、

農用地以外の用途にする場合には、転用手続きの前

に農用地区域から除外する手続きが必要です。

　農業振興地域整備計画の変更には、いくつかの条

件を全て満たす必要がありますので、具体的な計画

がある方は、事前に下記へご相談ください。

受付期間 　6月1日（金）～6月15日（金）
　　　　　　※土・日曜日を除く。
産業振興課振興班　☎84－1215

と　き　5月20日（日）
　　　　〈開 会 式〉午前8時～
　　　　〈競技開始〉午前8時30分～
　　　　※雨天決行・荒天順延
ところ　東陽小学校グラウンド

環境防災課防災班

　☎84－1216

農業振興地域整備計画の変更
（農振除外）に関するお知らせ

第13回町消防ポンプ操法大会

防
災
行
政
無
線
に
よ
る

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

○
児
童
手
当
の
支
給
対
象

　

中
学
校
３
年
生
ま
で
の
児
童

（
15
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
）を

養
育
し
て
い
る
方

※ 

受
給
者
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
上
の
場
合
、
児
童
の
年

齢
等
に
関
わ
ら
ず
、
支
給
額

は
児
童
一
人
当
た
り
月
額
５
，

０
０
０
円
の
特
例
給
付
と
な

り
ま
す
。

　

児
童
手
当
は
保
護
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。 

○
手
当
の
支
給

　

児
童
手
当
の
支
給
は
、
認
定

請
求
を
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
月
は
毎
年
２
月
・
６

月
・
10
月
の
３
回
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
前
月
分
ま
で
を
支
給
し
ま
す
。

○
現
況
届
に
必
要
な
も
の

• 

現
況
届（
受
給
中
の
方
に
は

郵
送
さ
れ
ま
す
）

•  

被
保
険
者
証
の
写
し（
請
求

者
が
被
用
者﹇
会
社
員
な
ど
﹈

の
場
合
）

•  

所
得
証
明
書（
平
成
30
年
１

月
１
日
に
横
芝
光
町
に
住
所

が
な
か
っ
た
方
）

○
申　

請

　

出
生
、
転
入
等
に
よ
り
新
た

に
手
当
を
受
け
る
対
象
と
な
っ

た
方
は
、
請
求
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

健
康
こ
ど
も
課
こ
ど
も
班

☎（
82
）３
４
０
０
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